
　

１　暴力団排除活動の推進に関する基本的施策等

２　都民等の役割（努力義務）

３　禁止措置

(1) 青少年に対する措置
青少年の教育又は育成に携わる方は、青少年に対して、

暴力団に加入することや暴力団員による犯罪被害を受け
ないよう、指導・助言等を行うよう努めること。

(4) 不動産譲渡等における措置
不動産を譲渡等する場合、暴力団事務所として使用しない旨

および、事務所として使用していることが判明した場合、催告

なく契約を解除等することが出来る旨の特約を定めるよう努め

ること。（不動産業者は上記のことを助言すること）

(1) 暴力団事務所の開設及び運営禁止
学校等の敷地の周囲２００メートルの区域内において、

暴力団事務所を開設、又は運営してはならない。

(2) 青少年を暴力団事務所へ立ち入らせる
ことの禁止

正当な理由なく、青少年を暴力団事務所に立ち入ら

せてはならない。

(3) 妨害活動の禁止

何人も暴排活動を行う者に対して威迫、つきまとい

等の方法で、その活動を妨害してはならない。

(4) 他人の名義利用の禁止

暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義

を利用してはならない。
（隠蔽する目的を知って利用させることも禁止）

(5) 事業者の暴力団関係者に対する利益供与の禁止

(3) 事業者の契約時における措置
契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認。
契約時に、相手方が暴力団関係者と判明した場合、

催告なく契約を解除できる旨の特約を定めるよう努め
ること。

(2) 祭礼等における措置
祭礼、花火大会、興行等の主催者等は、行事の運営

に暴力団関係者を関与させないよう努めること。

(4) 保護措置

暴力団の排除活動等により、暴力団から危害を加え

られるおそれがある者に対し、警察が保護のための必

要な措置を講ずること。

(3) 暴力団からの離脱促進

暴力団からの離脱を促進するため、情報の提供や

指導、助言等を行うこと。

(1) 都の事務事業に係る暴力団排除措置
暴力団関係者を公共工事の入札に参加させない等、

都の公共事務・事業から排除すること。

(2) 青少年の教育に対する支援
青少年の教育又は育成に携わる方が暴排教育を円滑に

行うことができるよう、必要な支援を行うこと。

【目的】
暴力団が都民の生活や事業活動に介入し、これを背景とした資金獲得活動によって、都民等に多大な脅威を

与えている現状にかんがみ、都民の安全かつ平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与すること。

【基本理念】
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① 事業者は暴力団の威力を利用する
目的で利益を提供してはならない。

（暴力団関係者が利益を受領することも禁止）

② 事業者は暴力団の活動を助長する
目的で利益を提供してはならない。
（暴力団関係者が利益を受領することも禁止）

③ 利益供与の事実等について、
事業者が自ら申告した場合は、

勧告等の措置を行わない。
※威力利用目的の利益供与は除く

違反した場合は「命令及び公表」
さらに命令に違反した場合は「罰則」

違反した場合は「命令」
さらに命令に違反した場合は「罰則」

違反した場合は「勧告・公表」
自主申告した場合、勧告等の「適用除外」

悪質な行為には「勧告・公表・命令」
さらに命令に違反した場合は「罰則」 悪質な行為には「勧告・公表」 自主申告した場合、

は
や
く
住
民
を

追
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

うちの事務所に
遊びに来いよ

よし！ヤクザ
と手を切ろう！

違反した場合は「罰則」

引っ越してきました。

ご近所同士よろしくね。

暴排活動やめるまで
つきまとってやる！

いつも
悪いな。

がんばって

ください。

(6) 暴力団排除特別強化地域における特定営業者、暴力団員の禁止行為
② 特定営業者は、暴力団員に対し、用心棒の役務の

提供を受ける対償として、又は営業を営むことを容

認することの対償として利益供与をしてはならない。
（暴力団員が利益を受領することも禁止）

※ 暴力団排除特別強化地域 暴力団排除活動を特に強力に推進する必要がある地域（都内２９地区を選定）

※ 特定営業者 下記の特定営業を営む者（特定営業については「風俗営業」など、本条例で規定）

① 特定営業者は、暴力団員から用心棒の役務の提

供を受けてはならない。
（暴力団員が用心棒の役務を提供することも禁止）

違反した場合は「罰則」


